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問 
市
民
課 
市
民
係

　
☎
７
７
３
‐
６
６
６
１

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
を

一
時
停
止
し
ま
す

　

電
子
機
器
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
た
め
、

コ
ン
ビ
ニ
で
住
民
票
・
印
鑑
証
明
・
所
得

証
明
な
ど
の
証
明
書
が
発
行
で
き
な
く
な

り
ま
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

日
11
月
23
日（
金
・
祝
）

　
午
前
０
時
～
正
午
（
予
定
）

問
・
申 （
公
財
）南
魚
沼
交
通
安
全
協
会

　
☎
７
７
３
‐
６
５
２
４

優
秀
・
優
良
運
転
者
表
彰
の

申
請
受
付

　
南
魚
沼
交
通
安
全
協
会
で
は
、
平
成
31

年
度
の
優
秀
・
優
良
運
転
者
表
彰
の
申
請

を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
申
請
区
分
は
、

10
・
20
・
30
・
40
・
50
年
表
彰
で
す
。

　
長
年
、
無
事
故
・
無
違
反
を
続
け
て
い

る
み
な
さ
ん
か
ら
の
申
請
を
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。

〆
12
月
14
日
㈮

問 

税
務
課 

市
民
税
係

　
☎
７
７
３
‐
６
６
６
８

地
方
税
は
ｅエ

ル
タ
ッ
ク
ス

Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
で

申
告
・
届
出
が
で
き
ま
す

　
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

利
用
し
て
地
方
税
の
手
続
き
を
行
う
シ
ス

テ
ム
で
す
。

利
点

・
自
宅
や
事
務
所
で
手
続
き
が
で
き
ま
す

・
給
与
支
払
報
告
書
を
、
複
数
の
地
方
公

共
団
体
へ
１
回
で
送
信
で
き
ま
す

・
利
用
費
は
無
料

利
用
で
き
る
申
告
・
届
出

申
告　
法
人
市
民
税
（
中
間
・
確
定
・
修

正
申
告
な
ど
）、
固
定
資
産
税
（
償
却

資
産
の
全
資
産
・
増
加
資
産
・
減
少
資

産・修
正
申
告
な
ど
）、個
人
住
民
税（
給

与
支
払
報
告
書
な
ど
）

届
出　
法
人
の
設
立
・
設
置
・
異
動
届

利
用
に
必
要
な
環
境
な
ど

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
利
用
可
能
な
パ
ソ

コ
ン

・
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

・
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
電
子

証
明
書
（
税
理
士
に
依
頼
す
る
場
合
は

不
要
）

問 

小
千
谷
税
務
署

　
☎
０
２
５
８
‐
８
３
‐
２
０
９
０

始
め
て
み
ま
せ
ん
か
？

電
子
申
告
（
ｅイ

ー
タ
ッ
ク
ス

‐
Ｔ
ａ
ｘ
）

　
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
の
利
用
手
続
き
が
平
成
31

年
１
月
か
ら
簡
便
化
さ
れ
、
２
つ
の
方
式

で
も
手
続
き
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
方
式

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド

リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
の
み
で
申
告
で
き
ま
す
。

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
の
Ｉ
Ｄ（
利
用
者
識
別
番
号
）

や
パ
ス
ワ
ー
ド
（
暗
証
番
号
）
は
不
要
で

す
。

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
取
得
方
法
は

市
民
課
に
ご
確
認
く
だ
さ
い

Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
方
式

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
無
く
て
も
、

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
の
Ｉ
Ｄ
と
パ
ス
ワ
ー
ド
の
み

で
申
告
で
き
ま
す
。
事
前
に
手
続
が
必
要

で
す
。

手
続　

税
務
署
で
本
人
確
認
後
に
Ｉ
Ｄ

と
パ
ス
ワ
ー
ド
を
発
行

手
続
に
必
要
な
書
類

・
運
転
免
許
証
な
ど
の
本
人
確
認
書
類

・
Ｉ
Ｄ
（
す
で
に
Ｉ
Ｄ
を
取
得
し
て
い
る

人
の
み
）

　
国
税
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
確
定
申
告
書

等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」で
は
、ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
で
も
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
方
式
を
利
用

し
て
、
所
得
税
の
確
定
申
告
が
平
成
31
年

１
月
か
ら
送
信
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
国
税
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

　
市
報
11
月
１
日
号
に
掲
載
し
た
、
小
千

谷
税
務
署
主
催
の
白
色
・
青
色
決
算
説
明

会
や
消
費
税
の
軽
減
税
率
制
度
説
明
会
で

は
、
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
発
行
の
手
続
き

が
で
き
ま
す
。
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

問 

北
越
急
行
株
式
会
社 

営
業
企
画
部

　
☎
０
２
５
‐
７
５
０
‐
１
２
５
１

12
月
１
日
か
ら
ほ
く
ほ
く
線
の
運

賃
が
改
定
さ
れ
ま
す

　
12
月
１
日
㈯
か
ら
ほ
く
ほ
く
線
の
普
通

旅
客
運
賃
と
定
期
旅
客
運
賃（
通
勤
定
期
）

が
、
10
％
程
度
値
上
げ
さ
れ
ま
す
。

※
通
学
定
期
は
据
え
置
き

改
定
運
賃
の
例（
普
通
運
賃
）

六
日
町
～
十
日
町

　
改
定
前
：
３
０
０
円

　
改
定
後
：
３
３
０
円

六
日
町
～
犀
潟

　
改
定
前
：　

 

９
７
０
円

　
改
定
後
：
１
，０
８
０
円

　
ま
た
、
同
日
か
ら
中
学
生
用
の
通
学
定

期
券
が
新
設
さ
れ
る
ほ
か
、
一
日
乗
車
券

や
精
神
障
が
い
者
割
引
制
度
な
ど
新
た
な

サ
ー
ビ
ス
が
導
入
さ
れ
ま
す
。


